
下蒲刈介護福祉センター及び呉市下蒲刈ふれあい集会所に係る指定管理者の 

候補者の選定について 

 

 下蒲刈介護福祉センター及び呉市下蒲刈ふれあい集会所の指定管理者の候補者を次のと

おり選定しました。 

 

１ 施設の概要 

 (1) 下蒲刈介護福祉センター 

  ア 所在地   呉市下蒲刈町下島１７１３番地の１ 

  イ 設置目的  市民の福祉を増進するための施設として，設置する。 

 (2) 呉市下蒲刈ふれあい集会所 

  ア 所在地   呉市下蒲刈町下島１７１３番地の１ 

  イ 設置目的  地域老人の教養の向上と福祉の増進を図り，あわせて，地域住民の

コミュニティ活動を促進するための施設として設置する。 

 

２ 公募の概要 

 (1) 公募期間 令和６年８月１日（木）から令和６年８月３０日（金）まで 

 (2) 応募者 

団体名 団体所在地 代表者氏名 

社会福祉法人呉市社会福祉

協議会 

呉市中央５丁目１２番２１号 会長 中本 克州 

 

３ 審査の概要と結果 

 (1) 審査方法 

   応募者が１者であったため，下蒲刈介護福祉センター及び呉市下蒲刈ふれあい集会

所の指定管理者選定委員会において，応募者から提出された書類及びヒアリング等を

もとに，各委員が採点ではなく審査基準ごとにその適否を審査しました。 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 主な評価の視点 配点 

ア 事業計画書等の内容が，利用し 

ようとする者の平等利用が図られ

るものであること。 

・利用者の平等利用の確保 適・否 

※否は失格 

イ 事業計画書等の内容が，施設の

適切な維持及び管理が図られるも

のであること。 

・施設の設置目的との整合性 

・自主事業の内容 

・苦情への対応及び個人情報の

取扱い 

適・否 

※否は失格 

ウ 事業計画書等の内容が，利用促

進が図られるものであること。 

・利用促進に係る具体的な取組

及び老人福祉に必要な事業 

・利用者数等の数値目標 

・利用者の要望（ニーズ）把握

に係る具体的な取組 

適・否 

※否は失格 

 

エ 事業計画書及び収支予算書の内

容が，適切かつ管理経費の縮減が

図られるものであること。 

・適切な収支計画書の規模・内

容 

・管理経費の縮減のための工夫 

適・否 

※否は失格 

 



オ 施設の管理を安定して行う能力

を有するものであること。 

・経営状況 

・適切な人員配置体制 

・事故等の緊急事態への対応 

適・否 

※否は失格 

 

カ その他施設の設置目的又は性格

等に応じて別に定める基準 

・高齢者の福祉の増進に必要な

取組 

適・否 

※否は失格 

総  合  判  定 
適・否 

※否は失格 

 (3) 審査結果 

   審査結果は次のとおりで，社会福祉法人呉市社会福祉協議会を本施設の指定管理者

の候補者に選定しました。 

応 募 者 
社会福祉法人呉市

社会福祉協議会 

【評価した点】 

・島内での職員確保が困難を極めている中，島

外へ募集をかけるなど，職員確保に尽力してい

ること。 

・災害時，島内に居住する職員だけでなく，近

隣施設とも助け合う体制が整っていること。 

総合判定 適 

【内訳】 

審査基準ア 

   〃   イ 

   〃   ウ 

   〃   エ 

   〃   オ 

   〃   カ 

 

適 

適 

適 

適 

適 

適 

 

４ 指定期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

５ 委員会の議事概要 

 (1) 選定委員会の開催状況 

  ア 開催日時 令和６年９月２７日（金） 

  イ 開催場所 呉市役所２階２０３会議室 

  ウ 出席者  民間の学識経験者 ５人，呉市職員 ２人  計 ７人 

 (2) 議事概要 

  ア 主な意見等 

   ・指定管理業務における職員配置体制はどうなっているのか。 

   ・島しょ部における職員確保について，どんな努力をされているか。 

   ・災害時には，安芸灘大橋有料道路が通行止めとなることも想定されるが，どのよ

うな対策を考えているか。 

  イ 委員会の結論 

    指定管理者の候補者の選定に関する事項等の評価の結果, 社会福祉法人呉市社会

福祉協議会は候補者として適当であると認められる。 

 

【問い合わせ】呉市福祉保健部高齢者支援課（電話 ０８２３－２５－３５７３） 

 


